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平成２０年第３回邑楽町議会定例会議事日程第４号

平成２０年９月２２日（月曜日） 午前１０時開議

邑楽町議会議場

第 １ 発議第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例

第 ２ 発議第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則

第 ３ 発議第３号 邑楽町財政調整基金条例の一部を改正する条例

第 ４ 議員派遣の件

第 ５ 閉会中の継続調査について

第 ６ 請願・陳情

第 ７ 発議第４号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める意見書提出について
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○出席議員（１４名）

１番 田部井 健 二 議員 ３番 小 沢 泰 治 議員
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７番 加 藤 和 久 議員 ９番 小 島 幸 典 議員
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１２番 横 山 英 雄 議員 １３番 本 間 恵 治 議員
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〇欠席議員（１名）

２番 黒 川 洋 子 議員
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〇職務のため議場に出席した者の職氏名

田 口 茂 雄 事 務 局 長

田 部 井 春 彦 書 記
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◎開議の宣告

〇横山英雄議長 これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、配付したとおりであります。

〔午前１０時０１分 開議〕

◎日程第１ 発議第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例

〇横山英雄議長 日程第１、発議第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例を議題としま

す。

提出者から提案理由の説明を求めます。

本間恵治議員。

〔13番 本間恵治議員登壇〕

〇13番 本間恵治議員 発議第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例について、提案理

由を申し上げます。

本年４月、庁舎建設室が廃止となったことに伴い、条例第２条中の当該部分を削除することによ

り、総務・文教常任委員会の所管課について改正を行うものであります。

よろしくご決定くださりますようお願いいたします。

〇横山英雄議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより発議第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇横山英雄議長 起立全員。

よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２ 発議第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則

、 。〇横山英雄議長 日程第２ 発議第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします
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提出者から提案理由の説明を求めます。

本間議員。

〔13番 本間恵治議員登壇〕

〇13番 本間恵治議員 発議第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則について、提案理由

を申し上げます。

地方自治法の一部改正により、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の

運営に関し協議または調整を行うための場を設けることができるとの規定が定められました。提案

の会議規則の一部改正は、地方自治法の改正規定に従い、会議規則に規定することにより、全員協

議会を正規の議会活動と位置づけるものであります。

この一部改正を行うことにより、公務災害補償の対象等が拡大されることになりますので、よろ

しくご決定くださるようお願いいたします。

〇横山英雄議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより発議第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇横山英雄議長 起立全員。

よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３ 発議第３号 邑楽町財政調整基金条例の一部を改正する条例

〇横山英雄議長 日程第３、発議第３号 邑楽町財政調整基金条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。

提出者から提案理由の説明を求めます。

立沢稔夫議員。

〔10番 立沢稔夫議員登壇〕

〇10番 立沢稔夫議員 発議第３号 邑楽町財政調整基金条例の一部を改正する条例について、提案

理由を申し上げます。
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現在地方自治体の財政状況は大変厳しい状況になっており、邑楽町もその例外ではないと思いま

す。平成19年度の決算状況等を見ますと、本町の財政状況は健全であると言えますが、一方財政調

整基金の残高は近隣町村と比較して潤沢であるとは言えない状況にあります。今後町の町民の財産

である財政調整基金の取り扱い、特に処分においては慎重に行うべきと考えます。今回の改正は、

条例第６条第１号に 「この場合において、あらかじめ議会と協議を行うものとする 」と文言を加、 。

えることにより、その処分をより慎重で適正なものにしようとするものであります。

趣旨をご理解の上、よろしく決定くださるようお願いをいたします。

〇横山英雄議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより発議第３号 邑楽町財政調整基金条例の一部を改正する条例を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇横山英雄議長 起立全員。

よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 議員派遣の件

〇横山英雄議長 日程第４、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第119条の規定により、配付のとおり議員を派遣します。

お諮りします。配付のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定します。

◎日程第５ 閉会中の継続調査について

〇横山英雄議長 日程第５、閉会中の継続調査について議題とします。

各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第74条の規定により、お手元に印刷配付してあ

ります継続調査事項一覧表のとおり申し出がありました。
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お諮りします。各委員長より申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付することにご異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定します。

◎日程第６ 請願・陳情

〇横山英雄議長 日程第６、請願・陳情を議題とします。

委員長から報告を願います。

小島厚生・環境常任委員長。

〔小島幸典厚生・環境常任委員長登壇〕

〇小島幸典厚生・環境常任委員長 厚生・環境常任委員会に付託された請願等について、審査結果を

報告します。

請願第１号 後期高齢者医療制度の撤廃を求める請願につきましては、引き続き検討を要すると

いうことから、継続審査と決まりました。

次に、陳情第１号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める意見書採択につい

ての陳情につきましては、要望内容を妥当と認め、採択と決定しました。

以上、報告いたします。

〇横山英雄議長 請願第１号 後期高齢者医療制度の撤廃を求める請願に対する委員長の報告は継続

審査であります。

お諮りします。委員長の報告のとおり、請願第１号は閉会中の継続審査に付することにご異議あ

りませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 異議なしと認めます。

よって、請願第１号は閉会中の継続審査と決定しました。

次に、陳情第１号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める意見書採択につい

ての陳情について委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより陳情第１号について討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 討論なしと認めます。
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これにて討論を終結します。

これより陳情第１号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める意見書採択につ

いての陳情を採決します。

この陳情に対する委員長の報告は採択であります。

この陳情は委員長の報告どおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇横山英雄議長 起立全員。

よって、陳情第１号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。

◎日程第７ 発議第４号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求

める意見書提出について

〇横山英雄議長 日程第７、発議第４号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める

意見書提出について議題とします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

小島幸典議員。

〔９番 小島幸典議員登壇〕

〇９番 小島幸典議員 発議第４号について提案理由を申し上げます。

各議員の賛同をいただきまして、地方自治法第99条の規定により、衆議院議長ほか関係機関に対

しまして社会保障関係費の2,200億円削減方針の撤回を求める意見書を提出するものであります。

朗読をもって提案理由とさせていただきます。

地域における医師不足をはじめとして、医療、介護、福祉などの社会的セーフティネット機能が

著しく弱体化している。非正規労働の拡大は、生活保護基準以下で働く、いわゆるワーキングプア

、 、 。層をつくり出し 社会保険や雇用保険に加入できないなど 住民の生活不安は確実に広がっている

そのような中で、７月29日に閣議了解された「平成21年度予算の概算要求に当たっての基本的な

方針について」において、社会保障関係費予算を2,200億円抑制することが示された。これでは、

地域の医療体制や介護人材確保は深刻な事態に陥りかねない。不安定雇用が拡大し、雇用情勢の悪

、 、 。化が懸念される中 労働保険特別会計の国庫負担金の削減は 雇用社会の基盤を揺るがしかねない

よって邑楽町議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。

記

１ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006 （骨太の方針2006）で打ち出された社会」

保障関係費を毎年2,200億円削減する方針を撤回すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

以上のとおり意見書を提出するものです。よろしくご決定くださるようお願いいたします。
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〇横山英雄議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇横山英雄議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより発議第４号 社会保障関係費の２，２００億円削減方針の撤回を求める意見書提出につ

いて採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇横山英雄議長 起立全員。

よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。

◎町長のあいさつ

〇横山英雄議長 以上をもちまして今期定例会の日程はすべて終了しました。

閉会に当たり町長から発言の申し出がありますので、許可します。

金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 ９月定例議会閉会に当たりまして、一言御礼のごあいさつをさせていただきます。

去る９月10日より開会されました定例議会、本日まで13日間の長きにわたり審議をいただきまし

た。この間、教育委員会を初めとする人事案件、平成20年度補正予算、平成19年度一般会計及び各

特別会計決算認定についてご審議をいただきました。いずれも原案どおり同意可決、認定をいただ

きましたことにつきまして、心から御礼を申し上げます。

また、会期中の審議におきまして、議員各位よりご意見、ご要望をいただきました。町政運営に

反映できるよう努力をしてまいりたいと思っております。

議員各位には、今後とも町民福祉向上のためご助言、ご指導賜りますようお願い申し上げ、閉会

に当たりまして一言の御礼のあいさつとさせていただきます。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇横山英雄議長 以上で平成20年第３回邑楽町議会定例会を閉会します。



- 160 -

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

〔午前１０時２１分 閉会〕


